


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域特性に応じたメリハリのある規制 

 ・現行の禁止地域、許可地域の地域区分について、景観の特性に応じて５つの区分に細分化し、 

地域区分ごとにメリハリのある規制に改正されます。 

 

＜改正前＞                  ＜改正後＞ 

区分 区域 区分 区域 

禁止地域 

・風致地区 

・重要文化財、重要有形文化財など 

・史跡、名勝、天然記念物 

・伝統的建造物群保存地区 

・自然環境保全地域 

・国定公園、都市公園 

・駅前広場 

・図書館、博物館など 

 

第１種 

禁止地域

・風致地区 

・重要文化財、重要有形文化財など 

・史跡、名勝、天然記念物 

・伝統的建造物群保存地区 

・重要文化的景観の地域 

・自然環境保全地域 

・国定公園、都市公園 

・駅前広場 

・図書館、博物館など 

第２種 

禁止地域
・史跡、名勝、文化財の周囲３００ｍ 

・国定公園内や観光地周辺道路の両側３００ｍ 

 

第３種 

禁止地域

・高速道路、自動車専用道路の両側５００ｍ 

・北陸新幹線の両側５００ｍ 

・観光ルート、幹線道路の両側３００ｍ 

・都市公園、図書館などの周囲３００ｍ 

・低層、中高層住居専用地域 

許可地

域 

禁止地域以外の県内全域 

（商業地域、工業地域など） 
特定制限

地域 
・都市のシンボルとなる自然景観区域 

（足羽山・足羽川、西山公園の景観保全） 

許可地域
・禁止地域および特定制限地域以外の県内全域 

（商業地域、工業地域など） 

条例の改正内容 
注）規制対象となる地域、場所等については、各市町にお問い合わせください。

 

 
◇主な見直し内容 

見直し項目 見直しの内容 

地域の景観特性に応じ、 

メリハリのある規制に 

細分化 

○現行条例における規制地域を５つに細分化 

・現在の規制地域を見直し、自然・歴史、観光地、田園・里地里山、

市街地など地域の景観特性に応じて設置基準を改正 

良好な景観形成に向け、

新たな規制を導入 

○観光地周辺の規制を導入 

・福井県を代表する観光地周辺の３００ｍ範囲を禁止地域に指定し、

魅力ある景観を創出 

○観光ルートにおける規制を導入 

・主要観光地などへの連絡道路等沿いの３００ｍ範囲を禁止地域に

指定し、自然景観や田園風景等を保全 

○北陸新幹線沿線の規制を新たに導入 

・北陸新幹線の開通前に沿線５００ｍ範囲を禁止地域に指定し、新幹

線車窓から眺望できる田園や里地里山等の風景を保全 

○文化、教養施設周辺の規制を導入 

・県が管理する文化・教養施設および大規模な都市公園の周辺３００

ｍ範囲を禁止地域に指定し、周辺に広がる田園風景等を保全 

都市のシンボルとなる 

自然景観の保全に向け、

新たな規制導入 

○足羽川、足羽山、西山公園周辺の規制を導入 

・周辺の一定区域を特定制限地域とし、視点場から眺望できる屋上広

告の設置を禁止する等、眺望景観を保全 

交通安全確保に向け、 

新たな規制を導入 

○信号交差点周辺の規制を導入 

・国道、県道など事故の危険性が高い、信号交差点の周囲３０ｍ範囲

内の一般・案内広告物の設置を原則禁止 

 

屋外広告物規制の見直し 
注）以下の内容は主なものであり、全てを掲載しているわけではありません。 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例改正に伴い、新たな基準に適合しなくなった広告物（既存不適格広告物）について、福井国体の開

催までに改善が進むよう、期間を限定し、撤去、改修費用の一部を支援する補助事業（屋外広告物景観改

善支援事業）を創設しました。 
 

（１）補助期間 
 ・平成２８年１０月１日～平成３０年８月３１日 

 

（２）補助対象経費 
 ・一般・案内広告物の撤去費 ・自家用広告物の撤去、改修費 

 

 

 〔条件〕 

 ・現在、屋外広告物の許可を受けて設置されていること。 

 ・福井県内に営業所を有しており、県に登録されている屋外広告業者が施工すること。 

 ・撤去、改修により、１住所地全体の広告物が新基準に適合すること。 
 

（３）補助率 
・２／３（県１／２、市町１／６） 

 

（４）補助金額 
・補助対象経費のうち、補助対象上限額の範囲内の金額に対し、補助率を乗じたものが補助金額となります。 

 

  ＜補助対象上限額の一覧＞ （単位：千円） 

 補助対象 

上限額 

野立看板の撤去 ２００

自家用屋上広告板の撤去 ６００

自家用広告板の改修 １，０００

自家用屋上広告板の改修 １，５００
 

 

 

（５）補助申請の流れ 
・各市町にご相談していただき、下記の流れで補助金交付の手続きを行ってください。 

  ・なお、補助申請は１住所地ごとに１事業所１回限りとなります。１住所地に複数の屋外広告物の撤去、改修がある 

場合は、まとめてご申請ください。 

  ・申請に必要な様式（交付申請書等）については、福井県のホームページからダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

 

  

 
 

（６）お問い合わせ先 

 ・詳しくは撤去、改修前に各市町の屋外広告物担当課へご相談ください。 
 

市 町 担 当 課 電 話 番 号 

福 井 市 監 理 課 ０７７６－２０－５５５５ 

敦 賀 市 都市政策課 ０７７０－２２－８１３７ 

小 浜 市 都市整備課 ０７７０－６４－６０２６ 

大 野 市 建築営繕課 ０７７９－６６－１１１１ 

勝 山 市 都市政策課 ０７７９－８８－８１０８ 

鯖 江 市 都市計画課 ０７７８－５３－２２３９ 

あわら市 建 設 課 ０７７６－７３－８０３２ 

越 前 市 都市計画課 ０７７８－２２－３０１２ 

坂 井 市 都市計画課 ０７７６－５０－３０５０ 

永平寺町 建 設 課 ０７７６－６１－３９４８ 

池 田 町 産業振興課 ０７７８－４４－８００２ 

南越前町 建設整備課 ０７７８－４７－８００３ 

越 前 町 定住促進課 ０７７８－３４－８７２７ 

美 浜 町 土木建築課 ０７７０－３２－６７０７ 

高 浜 町 建設整備課 ０７７０－７２－７７０２ 

おおい町 建 設 課 ０７７０－７７－４０５７ 

若 狭 町 建 設 課 ０７７０－４５－９１０４ 
 

■福井県土木部都市計画課 都市環境・公園グループ（TEL：0776-20-0497）

補助制度の創設 

注）補助対象となる広告物は、禁止地域や特定制限地域、信号交差点の規制により、６年間以内に撤去、改修が必要となる広告物です。
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